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総合福祉部会２０１０年から２０１１年活動スケジュール（案）
２０１０年 ２０１１年
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６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ５月 ６月 ７月 ８月４月

●基本的に毎月１回開催（原則第３または第４火曜日開催）

新

新法の論点につ
いての共通理解
を深める

第１期課題別作
業チーム検討案
を議論
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第1期作業チーム
（１）法の理念 目的

言

新法策定にあたり よりチーム

第２期作業チーム

（１）地域移行
（２）地域生活資源整備
（３）利用者負担

（１）法の理念・目的
（２）障害の範囲と選
択と決定
①障害の範囲
②選択と決定・相談
支援プロセス（程

新法策定にあたり、より
詰めた議論や検討が必
要な課題について、課
題別作業チームを編成
し、全体会議に諮る検
討案を作成する （４）報酬体系、 等

のテーマが考えられるが、
第1期の議論の進展状況
を見ながら、年度末に提
案。（6月に変更）

度区分）
（３）施設体系
①訪問系
②日中活動とＧＨ・Ｃ
Ｈ・住まいの支援
③地域支援事業の

討案を作成する。

（部会全体会の後に作
業チームに別れて協議
検討）

障がい者制

案。（6月に変更）③地域支援事業の
見直しと自治体の
役割

障がい者制
度改革推進
会議との合
同作業チー
ム

※児童、就労、医療分野については、推進会議委員、部会委員の
合同作業チームの編成を障がい者制度改革推進会議へ要望する。



障がい者制度改革推進会議、総合福祉部会等のスケジュール
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「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」
主査：政務官 構成員２７人（テーマごとに分担）

告
書

療
検討チーム

その他

○昼夜分離の新体系
サービスへの移行

○報酬改定（24年4月）

○介護・福祉人材の処

（現在～11月まで）認知症と精神科医療について議論
（10月以降）保護者制度や入院制度について議論（予定）

そ 他
期限（23年度末）

○介護 福祉人材の処
遇
改善等（現在は基

金）

○障害福祉計画の改定



総合福祉部会 合同作業チーム・作業チーム

第１期作業チーム
① 法の理念・目的
② 障害 範

第２期作業チーム

②１）障害の範囲
２）選択と決定・相談支
援ﾌﾟﾛｾｽ（程度区分）

③１）施策体系（訪問系）

※年末に決定

① 地域移行③１）施策体系（訪問系）
２）日中活動とＧＨ・Ｃ
Ｈ・住まい方支援

３）地域生活支援事業の

① 地域移行
② 地域生活支援整備
③ 利用者負担
④ 報酬体系 等３）地域生活支援事業の

見直しと自治体の役割
④ 報酬体系 等
（２）選択と決定・相談支

援ﾌﾟﾛｾｽ（程度区分）

推進会議 部会 合 作業推進会議と部会の合同作業チーム
① 医療分野＜１２月まで精神分野＞＜１月から精神以外＞
② 就労分野
③ 障害児支援分野



○報酬の支払いに いて

例： 報酬と人材確保作業チームへの意見書 抜粋

○報酬の支払いについて

基本的には月額制にすべきですが、日額制とすることにより
利用者のニーズに応じた日中活動の選択も可能となること、利用者のニ ズに応じた日中活動の選択も可能となること

や利用者負担を考えると、日額制もやむを得ないと考えます
。

但し、継続して安定したサービスを提供するための基盤とし
て、事業運営の安定化は欠かせないことから、事業の固定経
費（人件費 事務費等）に いては 利用者の出欠にかかわ費（人件費・事務費等）については、利用者の出欠にかかわ
らず補償すべきです。

具体的には 契約に基づく利用日数に対し 利用者が欠席（具体的には、契約に基づく利用日数に対し、利用者が欠席（
入所型の場合には帰宅・入院・外泊等）した場合には、事業
者に対し、人件費・事務費等の補償として、日額報酬の８０
％を支給する。ただし欠席した場合の利用料負担等はないも
のとする。

これにより 事業運営が恒常的に安定し 利用者 の質の高これにより、事業運営が恒常的に安定し、利用者への質の高
いサービス提供が保障できます。



○人材確保と報酬について

常勤換算方式は、さまざまな形態による勤務が可能となること
から 人材確保の視点からは 定の評価ができます また 利用から、人材確保の視点からは一定の評価ができます。また、利用
者支援の点からも、手厚い支援が必要な時間帯に多くの職員を配
置することができる などのメリットもあります。置することができる、などのメリットもあります。

その一方で、極端な非常勤化は利用者へのサービスの質の低下
を招く懸念もあることから、職員の専門性や支援の質を担保し、
障害特性に応じた必要な支援を提供するためには、常勤・非常勤
の配置割合等について一定の基準を定める必要があります（現在
は 常勤が１名いれば指定基準を満たすという極端な基準となは、常勤が１名いれば指定基準を満たすという極端な基準となっ
ている）。現行の報酬単価が低いため非常勤化を進めざるを得な
い実情もあることから 報酬の引き上げをあわせて行う必要があい実情もあることから、報酬の引き上げをあわせて行う必要があ
ります。

なお、総合福祉部会では支援者の資格要件等の簡素化が提案さ
れていますが、サービスの質の確保と専門的支援の観点から、安
易に行うべきではないと考えます。



第六 中期計 そ 「報酬水準 報酬設定 報酬体系

「報酬や人材作業チーム」報告書 （案）

４ 事業の特質を考慮した報酬設定

第六 中期計画 その１ 「報酬水準・報酬設定・報酬体系」について
新法の基本設計 （新法導入～５年以内に実現すべき事項）

① 施設系事業 報酬を「利用者個別給付報酬」と「施設運営報酬」に大別する。

「利用者個別給付報酬」は利用率８０％を上回れば全額支払い それ以下の場合

４ 事業の特質を考慮した報酬設定

「利用者個別給付報酬」は利用率８０％を上回れば全額支払い、それ以下の場合
は、利用実績に応じた日割り計算で支出する。

「施設運営報酬」は、施設利用定員による月額を定額で支払う。但し、施設全体の６
ヶ月の平均利用率を次の６ヶ月間は掛けて月額を算出する これにより 実際に利用ヶ月の平均利用率を次の６ヶ月間は掛けて月額を算出する。これにより、実際に利用
しなかった分は報酬の削減となるので、在宅サービスとの併給にも抵抗は少なくなる
。

れを具体的 た が後 紙 「定員 名 施設 場合 あるこれを具体的に図示したのが後記別紙図４「定員５０名の施設の場合」である。

ポイント 個々の利用者の利用状況に日割り（利用率）を導入するのではなく、施設
全体の利用率で算定する。その適用は次の６ヶ月期に適用とする。

これは、日割り論者が危惧する「事業所への定員保障」ではなく、むしろ、現実の
利用実績を斟酌する日割り制度に近い発想であり、日割り論者も認める現行の９割
保障に類似した現実案である。日割り論者の主張するメリットを活かしながら、月割り保障に類似した現実案である。日割り論者の主張するメリットを活かしながら、月割り
論者の危惧する点もクリアし、止揚する案として、総合福祉部会の統一提言となるこ
とを期待したい。











今後の制度改正等の見通し

2010年度（平成22年度） 2011年度（平成23年度） 2012年度（平成24年度） 2013年度（平成25年度）

障害者制度改革の推進のための基本的な方
向性について（6月閣議決定）第１次提言

障害者基本法改正と改革の推進体制
23年（常会）法案提
出をめざす

次期障害者基本計
画決定（12月目途）

障害者差別禁止法の制定

障害者総合福祉法（仮称）の制定

福祉的就労への労働法規の適用のあり方

8月新法骨格提言（総合福祉部会）

23年内

24年法案提出をめざす 25年8月までの施行をめ
ざす

25年法案提出をめざす

障害者の所得保障のあり方を公的年金の
抜本見直しに併せて検討

住宅の確保のための支援のあり方

2４年内目途

2４年内目途

障
害

社会的入院を解消するための体制

雇用率制度に関する検証・検討

職場での合理的配慮確保のための方策

23年内

2４年度内目途

2４年度内目途

障害者自立支援法改正
「新体系」への
移行期間終了

処遇改善交付金終了

年度 目途

報
酬
改

利用料の応能負担を原則 処遇改善交付金終了

障害者サービス
経営実態調査の
実施（春）

障害者自立支
援対策臨時特
例交付金特別
対策事業の終

改
定
（予
定
）

対策事業の終
了



障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの
間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要

① 趣旨 公布日施行

② 利用者負担の見直し

① 趣旨
－ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の
地域生活支援のための法改正であることを明記

公布日施行

平成24年４月１日までの政令で定める日から施行

－ 利用者負担について、応能負担を原則に
－ 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減

② 利用者負担の見直し

③ 障害者の範囲の見直し

平成24年４月１日までの政令で定める日から施行

公布日施行

－ 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化

③ 障害者の範囲の見直し

④ 相談支援の充実 原則として平成24年４月１日施行（予定）

公布日施行

－ 相談支援体制の強化

－ 支給決定プロセスの見直し（サービス等利用計画案を勘案）、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大

⑤ 障害児支援の強化 平成24年４月１日施行

市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、
地域移行支援・地域定着支援の個別給付化

－ 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実
（障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行）

－ 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
－ 在園期間の延長措置の見直し

⑤ 障害児支援の強化 平成24年４月１日施行

１８歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。在園期間の延長措置の見直し

－ グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設

⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実 平成24年４月１日までの政令で定める日
(平成)23年10月1日(予定)から施行

その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。

（その他）（１）「その有する能力及び適性に応じ」の削除、（２）成年後見制度利用支援事業の必須事業への格上げ、
（３）児童デイサービスに係る利用年齢の特例、（４）事業者の業務管理体制の整備、
（５）精神科救急医療体制の整備等、（６）難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討

－ 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設（同行援護。個別給付化） (1)(3)(6)：公布日施行
(2)(4)(5)：平成24年
４月1日までの政令で
定める日から施行





「障害者自立支援法」等における「障害者自立支援法」等における
平成平成2424年３月年３月3131 ま 経過措置等にま 経過措置等に平成平成2424年３月年３月3131日までの経過措置等について日までの経過措置等について

【経過措置等】

○日中活動サービスにおける食事提供体制加算○日中活動サ ビスにおける食事提供体制加算

（根拠法令等）

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サ ビス等及び基準該当障害福祉
サービスに要する費用の算定に関する基準（厚生労働省告示）

○旧法指定施設の延長

（根拠法令等）（根拠法令等）
障害者自立支援法附則



○就労継続支援Ｂ型の対象者

（根拠法令等）

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準
該当障害福祉サービスに要する費用の算定に関する基準等の
制定に伴う実施上の留意事項について（障害保健福祉部長通
知）知）

（詳細）→就労継続支援の対象者は、①「就労経験があって
年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった年齢や体力の面で 般企業に雇用されることが困難となった
者」、②「就労移行支援事業を利用した結果Ｂ型の利用が適
当と判断された者」、③「①及び②のいずれにも該当しない

達 も 障害基礎 金 級 給者であって50歳に達しているもの又は障害基礎年金一級受給
者」、④「平成24年３月31日までの間に限り①から③までの
いずれにも該当しない者であって 地域に一般就労や就労継いずれにも該当しない者であって、地域に一般就労や就労継
続支援Ａ型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行
支援事業者が少なく一般就労へ移行することが困難と市町村支援事業者が少なく 般就労 移行する とが困難と市町村
が判断した地域における本事業の利用希望者」、となってい
る。



○サービス管理責任者の要件

（根拠法令）（根拠法令）

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣
が定めるもの等（厚生労働省告示）

（詳細）→サ ビス管理責任者の要件について 実務経験の要件を満たしてい（詳細）→サービス管理責任者の要件について、実務経験の要件を満たしてい
れば、平成24年3月31日までの間は、研修を受講していない場合であっても、
暫定的にサービス管理責任者として認められる。

○就労継続支援（Ａ型及びＢ型）と施設入所支援の組み合わせによる利用

（根拠法令）
障害者自立支援法附則
障害者自立支援法規則障害者自立支援法規則

障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関す
る基準（厚生労働省令）

○ケアホームにおいて個人単位でホームヘルプサービスを利用

（根拠法令）

指定障害福祉サービス事業の人員、設備、運営に関する基準について
（障害保健福祉部長通知）



●障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策

○事業運営安定化事業、移行時運営安定化事業 → 移行前収入の従前額保障○事業運営安定化事業、移行時運営安定化事業 移行前収入の従前額保障

○通所サービス等利用促進事業 → 送迎サービスの利用者負担の軽減

○新事業移行促進事業 → 移行時のコスト増加に対する助成

○事務処理安定化支援事業 → 自立支援法施行に伴う事務処理定着に向けた助成

○障害者自立支援基盤整備事業 → 移行のために必要な施設の改修等に助成

○福祉・介護人材の処遇改善事業 → 福祉・介護職員の処遇改善のための助成

○その他事業



新事業体系への移行に係る問題点新事業体系への移行に係る問題点



問題点 具体的内容
政省令等で対応できる
もの

法律の改正が必要な
もの

【新事業体系への移行に係る問題点（素案）】

障がい者総合福祉
法との関係

課題が多く廃止が決まっている障害者自立支援法の新体系事業への移行は整合性
を欠く。
新体系事業に移行後、さらに障がい者総合福祉法の新・新事業体系への移行は施
設の負担が大きい。

障害者自立支援法附
則第４１条第１項、附
則４８条、附則第５８
条第１項

社会福祉法上の問
題

旧法通所施設が移行した場合、それまでの第一種社会福祉事業から第二種社会福
祉事業となる。
関連事項→（各県で異なる部分はあるが、自動車税・自動車取得税等の減免が受け
られなくなる。）

社会福祉法第２条第
３項第４の２号
地方税法第１２８条、
第１６２条

障害程度区分の問
題

知的障害者の障害特性が反映されない調査項目およびロジックのため、支援の実態
と比べて区分が低く抑えられている。

区分省令１条第１項

市町村によって区分認定にバラツキがある。
市町村審査会の運営に
ついて［通知］８（２）

生活介護と施設入所支援には障害程度区分による利用制限がある。
報酬告示別表第５の１
注１（１）（２）

施設入所支援の対象は原則として生活介護の利用者に限定されており、自立訓練と
就労移行支援には一定の利用制限を設け、就労継続支援は利用対象から除外され

報酬告示別表第１０の１
注１（１）

利用制限の問題

ている。
注１（１）

自立訓練 就労移行支援に利用期限が設けられている

障害者自立支援法施
行規則第１条の２、同
６条の５
障害者自立支援法施

自立訓練、就労移行支援に利用期限が設けられている。
障害者自立支援法施
行規則第６条の６、同
６条の８

施設入所支援の人員配置基準が少ない。（60以下の場合１名以上と規定）
基準省令（施設）第４条
第１項第５号イ（１）

人員配置基準の問
題

施設入所支援の人員配置基準が少ない。（60以下の場合１名以上と規定）
第１項第５号イ（１）

現行の施設入所支援の基準（報酬含む）では支援員の夜勤体制が組めない。
報酬告示別表第１０の１、
同第１０の２、同第１０の
４



制度上は「昼夜分離」としているにも係わらず、日中の支援員をもって施設
入所支援の夜勤を可能としている。施設入所支援の職員配置の少なさを
本来日中の支援にあたるべき職員で穴埋めさせ「昼夜一体型」の運営を強
いている。

解釈通知（施設）第３の１（１）
⑤ア、同だい３の１（１）⑥

る。

就労継続の職員配置が少ない。（基本は10対１）
基準省令第１８６条第１項第
１号、同第１９９条

障害程度区分認定の実施に
知的障害者の障害特性が反映されない低い区分判定により、区分と連動
している報酬単価が低くなり、事業収入が減収になってしまう。

障害程度区分認定の実施に
ついて［通知］３
介護給付等の支給決定につ
いて［通知］第４、第５

施設入所支援 報酬上 評価が適 な 報酬告 別表第

報酬構造の問題

施設入所支援の報酬上の評価が適正でない。 報酬告示別表第１０

平成２１年度より加算で評価されるようになったものの、障害者支援施設の
土日の日中活動が基本報酬の算定から外れており不十分である。

介護給付費等の支給決定に
ついて［通知］第６の１④イ

就労継続B型の報酬単価が低く大幅な減収になることから授産施設からの
移行が困難である。

報酬告示別表第１５

訓練等給付の事業は報酬がフラットとなっているため、障害程度に応じた
必要な支援が困難である。

報酬告示別表第１４、第１５

事業体系の問題

日中活動事業が生活介護と訓練系事業に二分化されたが、介護か訓練か
という二者選択の発想に問題がある。

障害者自立支援法第２８条

各地で就労継続A型に営利企業が参入している。企業と社会福祉事業とで
基準省令第１８９条第１項

障害者自立支援法第３６条各 就労継続 営 業 参 。 業 社 福祉事業
は本来の目的は違う。企業と同列化的な移行は難しい。

基準省令第１８９条第１項
障害者 支援法第 条
第３項第１号

移行時運営安定 移行時運営安定化事業は移行以前の収入を保障するだけのものであり

平成２１年１１月２日付事務
連絡「移行時運営化事業の

移行時運営安定
化事業の問題

移行時運営安定化事業は移行以前の収入を保障するだけのものであり、
新体系の移行によって生じる職員配置や定員の増減に対応していない。

実施について」の別紙
移行時運営安定化事業事務
処理要領

○



同一敷地内にあった複数の施設が新体系に移行する際、都道府県によっては
複数の事業所をまとめて一事業所として申請するよう求めている。定員区分の
変更により報酬単価が低くなってしまう。

解釈通知第二の１（４）（５）

新体系は地域移行を推進しているとしているが ＧＨ ＣＨの夜間体制の課題な 報酬告示別表第９の２

その他

新体系は地域移行を推進しているとしているが、ＧＨ・ＣＨの夜間体制の課題な
ど、地域生活における安全対策が不十分である。

報酬告示別表第９の２、、
第１６の１の３

小規模事業所の場合サービス管理責任者の資格要件を満たす職員を配置で
きない。

基準省令第５０条第１項第
４号、他
サービス管理責任者資格
要件告示のイ（１）（一）

新体系は各種加算が多く事務量が増加してしまう。 報酬告示（全般）



地域主権戦略会議
関連法案

平成23年4月25 国会提出平成23年4月25日国会提出



第四 厚生労働省関係（第四章関係）第四 厚生労働省関係（第四章関係）

児童福祉法 部改 （第 十 条関係）二 児童福祉法の一部改正（第二十二条関係）

１指定障害児通所支援事業者の指定

イ 都道府県は、指定障害児通所支援事業者の指定
の申請者に関する基準を条例で定めるものとするこの申請者に関する基準を条例で定めるものとするこ
と。

ロ イの条例を定めるに当たつては 厚生労働省令でロ イの条例を定めるに当たつては、厚生労働省令で
定める基準に従い定めるものとすること。



２指定障害児入所施設の指定指定障害児入所施設の指定

道 障害イ 都道府県は、指定障害児入所施設の指定
の申請者に関する基準を条例で定めるものと定
すること。

ロ イの条例を定めるに当たつては 厚生労働ロ イの条例を定めるに当たつては、厚生労働
省令で定める基準に従い定めるものとするこ
とと。



十四 社会福祉法の一部改正（第三十四条関係）
１ 町村が福祉に関する事務所を設置し、又は廃
止するに際し必要な都道府県知事への同意を
要する協議を 同意を要しな 協議とする と要する協議を、同意を要しない協議とすること。
２ 都道府県知事並びに指定都市の長及び中核
市の長の 社会福祉法等の施行に関する事務市の長の、社会福祉法等の施行に関する事務
について、指導監督を行うための計画の樹立及
びその実施を努力義務とすることびその実施を努力義務とすること。
３ 社会福祉法人の所轄庁について、主たる事務
所が市の区域にある社会福祉法人（地区社会所が市の区域にある社会福祉法人（地区社会
福祉協議会である社会福祉法人を除く。）であっ
てその行う事業が当該市の区域を越えないものそ 行う事業 当該市 区域を越 な も
は市長とすること。



４社会福祉施設

イ 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供
の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、
条例で基準を定めるものとすること。

ロ イの条例を定めるに当たっては、 （イ）～（ハ） に掲げる事項については、厚生

労働省令で定める基準に従い定めるものとし、（ニ）に掲げる事項については、
厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項につい
ては、厚生労働省令で定める基準を参酌するものとすること。

（イ）社会福祉施設に配置する職員及びその員数

（ロ）社会福祉施設に係る居室の床面積（ロ）社会福祉施設に係る居室の床面積

（ハ）社会福祉施設の運営に関する事項であって、利用者の適切な処遇及び安全の
確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

（ニ）社会福祉施設の利用定員（ニ）社会福祉施設の利用定員

５社会福祉事業を目的とする寄付金募集に係る厚生労働大臣又は都道府県知事の
許可に係る規定を削除すること。

６市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に係る意見反映のための
措置及び計画の内容の公表を努力義務とすること。

７その他所要の改正を行うこと。



十九 知的障害者福祉法の一部改正（第三十九条関係）

１ 市町村は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知
的障害者又はその保護者の相談に応じ 及び知的障的障害者又はその保護者の相談に応じ、及び知的障
害者の更生のために必要な援助を行うこと（２において
「相談援助」という。）を、社会的信望があり、かつ、知的
障害者 対する更生援護 熱意と識見を持 る者障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者
に委託することができること。

２ 都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた相談
援助を委託することが困難であると認められる市町村援助を委託することが困難であると認められる市町村
がある場合にあつては、当該市町村の区域における当
該相談援助を、社会的信望があり、かつ、知的障害者
に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託
することができること。



三十四 障害者自立支援法の一部改正（第五十四条関係）

１指定障害福祉サービス事業者

イ 都道府県は、指定障害福祉サービス事業者の指定の申請者に
関する基準を条例で定めるものとすること関する基準を条例で定めるものとすること。

ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に
従い定めるものとすること。
指定障害者支援施設２指定障害者支援施設

イ 都道府県は、指定障害者支援施設の指定の申請者に関する基
準を条例で定めるものとすること。

ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に
従い定めるものとすること。

３市町村障害福祉計画３市町村障害福祉計画

イ 市町村障害福祉計画においては、指定障害福祉サービス又は指
定相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策及び
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項について定め地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項について定め
るよう努めるものとすること。

ロ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとすると
きは あらかじめ 住民の意見を反映させるために必要な措置をきは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を
講ずるよう努めるものとすること。



４都道府県障害福祉計画

都道府県障害福祉計画においては、区域ごとの指
定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごと
の必要な見込量の確保のための方策、区域ごとの指
定障害福祉サービス又は指定相談支援に従事する
者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関
する事項、指定障害者支援施設の施設障害福祉
サービスの質の向上のために講ずる措置に関する
事項及び地域生活支援事業の種類ごとの実施に関
する事項について定めるよう努めるものとすること。





消費税１０％案、６月に決定…首相方針
読売新聞 5月30日(月)3時9分配信

菅首相は２９日、６月下旬にまとめる社会保障と税の一体改革案の中で、焦点の
消費税率引き上げ幅や引き上げ時期を最終調整するため、政府と与党幹部によ消費税率引き上げ幅や引き上げ時期を最終調整するため、政府と与党幹部によ
る「コア（中核）メンバー会議」を設置する方針を固めた。

来週中に初会合を開き ４回程度の協議を経て６月中旬にも ２０１５年までに現来週中に初会合を開き、４回程度の協議を経て６月中旬にも、２０１５年までに現
行税率を５％引き上げて１０％にする案を決定する方向だ。

「コアメンバ 会議」は 「政府 与党社会保障改革検討本部」（本部長 菅首相）「コアメンバー会議」は、「政府・与党社会保障改革検討本部」（本部長・菅首相）
の下部組織として設置する。首相をトップとし、枝野官房長官、与謝野経済財政相
ら関係閣僚や、民主党の岡田幹事長、輿石東参院議員会長、国民新党の亀井亜
紀子政調会長ら１６人が参加する予定だ紀子政調会長ら１６人が参加する予定だ。

同本部の下には、有識者１３人らが参加する「社会保障改革に関する集中検討
会議」（議長・菅首相）が置かれているが、６月２日に社会保障改革の原案をまと
めた段階で役割を終える。原案にはパートや派遣社員らへの厚生年金の適用拡
大や、低所得者の基礎年金加算などの新対策を盛り込み、１５年に消費税収の１大や、低所得者の基礎年金加算などの新対策を盛り込み、 年に消費税収の
％分に相当する２・５兆円余りの追加財源が求められるとの試算を提示する予定
だ。



集中検討会議のスケジュール

2/5第1回集中検討会議

２/19スタート[報道関係、経済団体、シンクタンクなど

2
月

集中ヒア

社
会
保

3/12終了予定

点整

集中 ア
リング

(4~5回）

保
障
制
度 [要点整理]

◆世代・世帯、所特別の影響分析
◆消費税の逆進性評価
◆制度に応じた給付・負担見通し

３
月

度
改
革
を

制
度
選
択

集
中 ◆制度に応じた給付 負担見通し

◆経済への影響・消費税引き上げ時期
◆微税コストや複数税率の論文提出

厚生労働省の試作策定

を
議
論

択
・工
程
の

中
審
議

厚生労働省の試作策定

ヒアリングの結果や論点を整理
４
月

社会保障改革検討本部に報告

ミクロ・マクロの試算を出して議論

税と社会保障制度の
一体設計を集中審議

ミク ク の試算を出して議論

審議結果を社会保障改革検討本部に報告

５
月



社会保障費と税の一体改革案の策定に向けた今後の流れ

６／２ 政府の「社会保障費と税の 体改革集中検討会議６／２ 政府の「社会保障費と税の一体改革集中検討会議」

が必要な財源の所要額を含む、改革原案を発表。

６／３ 菅首相が「政府・与党社会保障改革検討本部」会合で

「コアメンバー会議」を設置を表明

上旬 政府税制調査会で社会保障改革案への対応を会長

に 任に一任

～１７ コアメンバー会議を４回程度開き 消費税率の引き～１７ コアメンバ 会議を４回程度開き、消費税率の引き

上げ幅をなどを含む社会保障改革の「成案」を策定

６／２２通常国会会期末

旬 「政府 与党社会保障改革検討本部 成案決定下旬 「政府・与党社会保障改革検討本部」で成案決定



時間があれば紹介時間があれば紹介



障害者自立支援法の制度による短期入所

絆絆 単独型短期入所

職員 基準
客室

絆絆
レスパイトレスパイト

職員配置基準

送迎【基金】・管理者（兼務）

・サビ管（なし）

旅館

空室

親子
工
賃
ア

工
賃
ア

移
動
支
援

行
動
援
護

・従事者【日中を
除く夜間６：１）

旅館ア
ッ
プ

ア
ッ
プ

援護

就労継続事業Ａ型

日中一時支援

地域活動支援児童を対象とした親子のふれあい 絆を深め

目的

地域活動支援

児童デイも可能

児童を対象とした親子のふれあい・絆を深め、
地域の社会資源を活かしたものとし、家族の
負担軽減とレスパイトの仕組みを構築する。





清流荘のショ トステイプラン清流荘のショートステイプラン
かもん・ゆ～す短期入所事業所清流荘

清流荘のＨＰ：ｗｗｗ．ｓｅｉｒｙｕｕｓｏｕ．ｃｏｍ



利用される方のニーズをかたちに

（本人ニーズ）

・たまには温泉でゆっくりしたいたまには温泉でゆっくりしたい
・気がねなく旅館に宿泊したい
・サービスの中で自分で選択できる食事を食べたい
・
（保護者等のニーズ）

・親子で気がねなく旅館に宿泊したい・親子で気がねなく旅館に宿泊したい
・食事・宿泊場所が従前と違って付加価値が付いている
・通常、旅館に宿泊する金額より安価（福祉サービスとのコラボ）



最後に 言最後に一言

平成21年6月より旅館『清流荘』および家族風呂平成21年6月より旅館『清流荘』および家族風呂
『湯の倉』にて就労継続支援Ａ型事業を行っており、
現在12名の利用者の方が利用契約 雇用契約に基現在12名の利用者の方が利用契約・雇用契約に基
づいて利用されておられます。
業務内容が旅館業及び公衆浴業での就労継続Ａ業務内容が旅館業及び公衆浴業での就労継続Ａ
型事業はあまり例がなく、なお且つ旅館で過ごす短
期入所事業を行 ている事業所は全国的にも前例期入所事業を行っている事業所は全国的にも前例
のない事業所です。
新しい短期入所を体験してみませんか新しい短期入所を体験してみませんか。


